
６０％

６０％

７０％

５００万円超

　納税義務者等の所有する家
屋又は家財が震災、風水害、
火災その他これに類する災害
により被害を受けた世帯。
　ただし、故意に災害を発生
させた場合はこの限りでない

減
免
割
合

２５％

　生活保護法による保護基準
に定める一般生活費認定基準
第１類、第２類及びその他の
扶助基準表の教育扶助基準、
住宅扶助基準の３級地の基準
の例により算定した最低生活
費の額による割合

５０％

(1) 生活保護法による生活扶
　助等を受けている者
(2) 社会事業団体からの生活
　扶助を受けている者
(3) 生活困窮のため私的な生
　活扶助を受けている者

減
免
割
合

（３）

４０％

９０％

８０％

３０％以上
５０％未満

５０％以上
７０％未満

７０％以上

８０％ １００％

最低生活費の金額の１１０％以下

最低生活費の金額以下

最低生活費の金額の１２０％以下

　月平均所得額
　　　　減少率

前年月平均所得

減　免　範　囲

５０％

　納税義務者又はその世帯に
属する被保険者が失業、廃業
事業不振等により月平均所得
額が前年の月平均所得額と比
較し３０％以上減少した場合

　月平均所得額が前年の月平
均所得額と比較し３０％以上
減少し、生活が著しく困難な
状況に至った者（減少期間が
３ヵ月以上とする。）

減　免　条　件 減　免　基　準

減少率 ＝

前年月平均所得－月平均所得額

提出書類
　①収支明細書
　②経費明細書（減価償却も
　　含む）

２０％以上７０％未満
（半焼・半壊等）

３００万円超５００万円以下

１００％

７０％以上
（全焼・全壊等）

　　損害程度

５０％

１０％

減　免　範　囲 減　免　条　件

　損害金額（保険金、損害賠
償金などにより補填された金
額を除く）が住宅の時価の５
分の１以下の場合は適用しな
い。

３００万円以下

６０％

減　免　基　準

８０％

２５％

　損害程度の認定は、消防署
又は警察署の認定基準による
提出書類
①消防署等の発行する罹災証
　明書
②保険会社の発行する補填金
　支払証明書
③その他災害に関する証明書

　前年所得

月平均所得が最低生活費の１２０％の金額を超え最低生活費
の１３０％以下

減
免
割
合

１２．５％

月平均所得が最低生活費の金額を超え最低生活費の１１
０％以下

減免割合

１００％月平均所得が最低生活費の額を下回るとき

　納税義務者又はその世帯に
属する被保険者が公の扶助、
若しくは受けるに相当する世
帯。

別表《１》

（１）

減　免　範　囲 減　免　条　件 減　免　基　準

（２）

生　　活　　程　　度

月平均所得が最低生活費の１１０％の金額を超え最低生活
費の１２０％以下



別表《１》

全　　　　額

減
免
割
合

　　支払割合 ５０％以上
７０％未満

７０％以上

月平均所得額

（４）

減　免　範　囲 減　免　条　件 減　免　基　準

　国民健康保険法第５９条に
規定する給付制限を受ける被
保険者

　減免の額は、給付制限期間
に対応する保険税額とする。
ただし、法第５９条に該当す
ることになった日及び該当し
なくなった日に属する月につ
いては、その期間に含まない
ものとする。

８０％ １００％

（５）

減　免　範　囲 減　免　条　件 減　免　基　準

　その世帯に属する被保険者
が６カ月以上にわたる疾病又
は負傷のため医療費支払額が
月平均所得額の３０％以上に
及ぶ場合

　医療費支払額が月平均所得
額の３０％以上に及び生活が
著しく困難な状況に至った者

支払割合 ＝

（総支払額－高額払いもどし）

最低生活費の金額の１１０％以下

 月平均所得額

最低生活費の金額以下 ６０％

３０％以上
５０％未満

５０％ ７０％ ９０％

最低生活費の金額の１２０％以下 ４０％ ６０％ ８０％


